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タイトル「レゴカメラマン」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クイズ：このカメラマンはどこにいるでしょうか？ 

たくと 10 歳 

 

＜表紙に掲載する私の 1点、1 枚を募集しています＞ 

 あおぞらの表紙にあなたの作成した作品を掲載してみませんか？興味が湧いたらご連絡ください。 

①作品のタイトル ②説明（30字程度）③掲載するお名前 ④年齢 ⑤連絡先（氏名・メールアドレス

または電話番号）を明記のうえ、メールまたは FAX、郵送にてお送りください。 

＜編集委員募集のお知らせ＞ 

月に一度発行している「あおぞら」は、愛知県被災者支援センターのスタッフとボランティアの

方がたで協力をして発行しています。あなたも編集委員になってみませんか？ 

＜発送作業のボランティア募集＞ 

定期便発送作業のボランティアに参加してみませんか？  

7 月 25 日便の予定 お問合せ・お申込み 

封入作業 7 月 24日（月） 午後 愛知県被災者支援センター 

TEL：052-954-6722 (渡邊) 発送作業 7 月 25日（火） 午前 

 84 

 

29 6 24 

※7 月から定期便が月 1 回に変

わります。必要な情報につい

ては別に臨時便として郵送さ

せていただきます。 
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児童扶養手当とは 

父母の離婚などで、ひとり親家庭等（父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家

庭）の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給され

る手当です。 

 

●受給資格 

次の要件に当てはまる 18歳以下（18歳到達の年度の末日）の児童（一定の障害があるときは、

20 歳未満）を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に

支給されます。 

 

1. 父母が婚姻を解消した児童 

2. 父又は母が死亡した児童 

3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

4. 父又は母が生死不明の児童 

5. 父又は母が 1年以上遺棄している児童 

6. 父又は母が裁判所から DV保護命令を受けた児童（平成 24年 8月から） 

7. 父又は母が 1年以上拘禁されている児童 

8. 婚姻によらないで生まれた児童 

9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童 

 

※児童が児童入所施設等に入所している場合など、支給されない場合もあります。 

 

●支給制限 

 受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度（８月から

年の 7月まで）は、手当額の全部又は一部が支給停止されます。 

 受給資格者が公的年金等を受給する場合、児童が公的年金等を受給する場合及び父（母）に支

給される公的年金給付の額の加算の対象になっている場合は、手当の全部又は一部が支給停止

になります。 

 

●手当の支払い 

支給の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 

（毎年 4月、8月、12月に希望する金融機関の口座に振込まれます。） 

 

    お問合せ先 

手続等の詳細は、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当課に問合せください。 

 

 愛知県の支援制度紹介①（児童扶養手当について） 
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児童手当とは 

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の

安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としてい

ます。 

 

●支給対象 

児童手当は、15歳に到達した日以降最初の 3月 31日までの間にある児童（中学校修了前の児

童）を監護(※)し、生計を同じくする（もしくは、生計を維持する）方に支給されます。基本的

には、ご両親のうち所得の高い方が受給資格者となります。 

※「監護」…児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。 

 

【その他の要件】 

  国内に居住している児童が対象となります。 

  ※児童が海外に居住している方は手当を受給できません(留学中を除く)。 

  児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については、原則として施設の

設置者等に手当が支給されます。 

  未成年後見人や父母指定者については、父母と同様の要件で手当が支給されます。 

  父母が別居し生計を同じくしない場合は、児童と同居している者へ手当が支給されます。 

  ※単身赴任等の場合は除きます。 

 

●所得制限 

受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当の額は 、児童の年齢等に関わらず、児

童一人当たり月額 5,000円となります。 

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は、変更されることがありますので、

詳細はお住まいの市区町村(公務員の方は所属庁)へ問い合わせください。 

 

※受給者が施設、里親等の場合は、所得制限は適用されません。 

  所得制限額と比較する所得は、受給者自身の前年の所得（1月から 5月までの月分の手当につ

いては前々年）が対象で、世帯の合算した所得ではありません。 

 

 

お問合せ先 

手続等の詳細は、お住まいの市区町村の児童手当担当課に問合せください。 

 

 

  

 愛知県の支援制度紹介②（児童手当） 
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今回は、福島県が実施する支援制度として、「甲状腺検査」と「ホールボディカウンター（WBC）

による内部被ばく検査」を紹介します。 

 

 

 

 

 

①甲状腺検査 

福島県では、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたちの健康を長期に見守るため、「県民

健康調査」の一つとして甲状線検査を実施しています。甲状腺検査は、福島県立医科大学に委託し

て実施しています。 

●対象者 

平成 4年 4月 2日から平成 24年 4月 1日までに生まれ、震災時に福島県に住民票があった方。 

※震災時に福島県に住民票がなくても里帰り出産された方は対象となる可能性がありますのでお

問い合せください。 

●お申込み・お問合せ先 

 対象となる方へは、順次お知らせを送付していますが、検査がまだの方は、下記へご連絡ください。 

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター 完全予約制  

  ℡：024-549-5130 土日休日を除く 9：00～17：00 

●実施場所 

福島県内：保健センターなどの公共施設、学校、医療機関などで検査しています。 

愛知県内：福島県と協定を締結した下記の医療機関で検査しています。 

施設名 所在地 交通機関 

名古屋大学 医学部付属病院 名古屋市昭和区鶴舞町 JR・地下鉄 鶴舞駅 

豊川市民病院 豊川市八幡町 名鉄 豊川線 八幡駅 

豊橋市民病院 豊橋市青竹町 豊橋駅からバス 

愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又 名古屋・栄からバス 

●検査費用：無料。但し、交通費は自己負担となります。 

出典・参考：放射線医学県民健康管理センターの HP 「甲状腺検査県外検査について」 

 

＜参考＞ 

福島県以外からの避難者（15 歳以下）については、下記の医療機関で甲状腺診察が可能です。 

施設名 所在地 交通機関 

あいち小児保健医

療総合センター  

大府市森岡町 7-426 JR大府駅からバス 

℡：0562-43-0509  (9：00～17：00受付） 

当センターの受診は「紹介予約制」及び「保険診療」となっています。 

※東日本大震災の被災者であること及び甲状線の診察を希望することを申し出てください。 

●診察時間 9：00～12：00、13：00～16：00 

●休診日  日曜日・月曜日（祝日、年末年始を含む）土曜日は祝日でも診察します。 

         月曜日が祝日の場合は、火曜日は休ませていただきます。 

 福島県の支援制度紹介① ～健康管理について～ 
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②ホールボディカウンター（WBC）による内部被ばく検査 

 

内部被ばく検査とは？ 

大気や飲食物等から体内に取り込んだ放射性物質を測定し、おおむね一生の間に受けると思われ

る線量を推計する検査です。ここでは、「セシウム 134」と「セシウム 137」について検査します。

※この検査により、放射線を受けることはありません。 

 

福島県外で受検できる内部被ばく検査 

●対象となる方 

・東京電力福島第一原発事故発生当時に福島県内に居住し、その後県外等へ避難された方（平成 24

年 4月 1日以前に生まれた方）。 

・福島県民、又は福島県外から福島県内の事業所もしくは学校に通勤・通学している方。 

 

●検査申込先 予約制 

担当部署 予約専用電話 受付日時 

福島県県民健康調査課 080-5743-5867  平日（土日祝日を除く）9：00～17：00 

※申込み時に、お名前、現住所、避難元住所、電話番号、希望する検査日時及び施設をお伝えの上、

県民健康調査課と検査日時及び施設を決定してください。施設へは県民健康調査課より連絡します。 

 

●検査施設 

全国に 9ヵ所検査できる施設がありますが、そのうち中部地区の 3ヵ所を紹介します。 

県名 施設名称 所在地 年齢制限 検査日時 

新潟県 新潟県立がんセン

ター新潟病院 被

ばく医療センター 

新潟市中央

区川岸町 2-

15-3 

なし 毎週火・木曜日 （祝日

を除く）10:00～15:00 

石川県 金沢医療センター 金沢市下石

引町 1-1 

なし 毎週月曜日 (祝日を除

く）15:30～17:00 

滋賀県 滋賀県大津赤十字

病院 

大津市長等

1-1-35 

なし 毎週月・金曜日 (祝日

を除く）14:00～16:00 

 

●費用 

検査費用：無料。但し、交通費は自己負担となります。 

 

お問合せ先：福島県保健福祉部県民健康調査課（福島市杉妻町 2-16） 

TEL：024-521-8028 FAX：024-521-8229 

 

出典・参考：「県外で受検できる内部被ばく検査」 福島県県民調査課（平成 29年 5月 19日発行） 

 福島県の支援制度紹介② ～健康管理について～ 
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民医連と災害 

伊勢湾台風で、全国から支援に来た全日

本民主医療機関連合会（以下、民医連）の

医師たちの分け隔てなく、被災者に寄り添

う姿を見て、自分たちも患者住民のための

医療機関を作ろうという思いで、愛知県民

主医療機関連合会（愛知民医連）ができま

した。最も困難な立場の人々に寄り添い、

無差別平等の医療介護を実現することを

目標に定めています。また、亡くなった肥

田舜太郎先生などの先人により、広島・長

崎原爆での被ばく者医療を切り開いてき

ました。多くの医師は専門家ではありませ

んが、訴えをしっかり聞くことから、未だ

経験したことのない被ばく者の実態を掴

んできました。 

甲状腺エコー検診 

民医連は、東日本大震災直後より、全国

から支援に行くとともに、原発事故を受け

て直ちに放射線被害への対応を始めまし

た。原爆被ばく者医療からの経験で得た避

難経路を含めた記録を行うこと、放射線の

正確な知識を身につけるパンフレットを

作成し、全国に避難した人々に寄り添う活

動を始めました。愛知では、各地で開かれ

る交流相談会に参加したり、保険医協会と

ともに学習会を開いてきました。2015 年

より年 2 回の甲状腺エコー検診を民医連

の医療機関を会場に行っています。 

検診は、大きなエコー機器が必要で、採

血などを行うため医療機関で行うことと

いう制限があります。より安くするため、

エコーメーカーや血液検査業者の協力を

得て実施しています。 

最大の課題は、被災者と医療者の交流が

できていないこと、エコーの検査技師が不

足していることです。このため、2回のエ

コー講習会を開いて技術面も高めていま

す。 

今回は、6 月 11 日に北病院で、愛知県

被災者支援センターとの共同で、検診と生

活相談を合わせて行うようになりました。 

これからも長く、皆さんとともに健康を

守っていきたいと思います。 

（愛知民医連会長 早川純午） 

 

  

 支援団体紹介（愛知県民主医療機関連合会） 

愛知県民主医療機関連合会 

〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町 9-3 労働会館本館 3Ｆ 

お問合せ先：TEL：052-883-6997 FAX：052-889-2112 

＜甲状腺エコー検診の一場面  小児科医もいます＞ 

＜エコー技術講習会。なかなか甲状腺エコー検査ができる技

師は少なく、福島から技師を招いての講習会をしました＞ 
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「名古屋市港防災センター」は港区役所に直に隣接しているためか、途切れることなく人が

訪れていました。伺った時は企業の方々の研修や幼稚園児たちの地震体験等が行われていまし

た。 

伝えること 

施設として設置された契機は、伊勢湾台

風の災害を忘れないようにとのことから

で、市民の方々から寄贈されたたくさんの

パネルが掲示されていました。 

震度 7を体験できる「地震体験室」では

幼稚園の子どもたちが 4，5 人ずつ関東大

震災の揺れを体験していました。私たちも

体験させてもらいましたが、火災などの 2

次災害を防ぐために、ガスの元栓を切る、

高いところにあるブレーカーを布団たた

きで落とす（これは参考になる）など、そ

の時自分がどう動くのかを考えるきっか

けになると思いました。 

「煙避難体験室」は、ぜひ体験して欲し

い設備です。暗闇で煙の充満した中から脱

出します。出口を探す際に頭を低くして、

濡れたハンカチを口に当てることなどは

知っていましたが、実際に闇の中で出口を

探してさまようのは怖いと思いました。案

内をしてくれた方は、懐中電灯の代わりに

携帯を使うのが今の子どもたちだと教え

てくれました。体験だから灯りはないんだ

という固定観念で物事を見ている私にと

っては、目を開かされる思いでした。発想

を柔軟にしなければ。 

伊勢湾台風の日の状況を時間経過とと

もに再現体験ができる「3 Dシアター」も

あります。これからは異常気象が伊勢湾台

風以上の災害をもたらすかもしれません。 

また、入り口の所で阪神淡路大震災の企

画展が開催されていました。市民への啓発

のため、さまざまな企画展が行われている

ようです。現在と過去、未来をつなぐため

のヒントを得られるかもしれません。ぜひ

お出かけください。 

 

記録と記憶 

台風にしても、地震にしても自然災害に

は人間は抗うことはできません。しかし、

次に起こることを予測して備えることは

できます。それが防災、減災の基本だと思

います。そのためには起こった事実をきち

んと次に伝えることが大切であると思い

ます。我々が学んだ歴史は決して真実を伝

えているものとは限りません。記録を残そ

うとしないならば、記憶という形を取り、

残し伝えていくあり方がありました。私た

ちに今何ができるのかが問われているの

ではないでしょうか。

（あおぞら編集委員 伊藤敦子） 

 

 防災施設インタビュー（名古屋市港防災センター） 

＜地震体験室の外観＞ 

 

＜津波の予想水位のグラフ＞ 
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暑い季節が到来しました。子どもから大人まで気軽に楽しめるイベント交流会や招待企画が揃ってい

ます。楽しい夏になりますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントの詳細は定期便に同封のチラシをご覧ください。チラシを無くされた方は、支援センターまで

ご連絡ください。皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 支援センターからのお知らせ 

＜編集後記＞ 

 
★いろいろな問題があちこちにある。それぞれの問題に対して、どれだけ自分の想像力を働かせるこ

とができるか？そして、できるだけ現場に足を運びたいもの。我が師は「出家」して各地各国を訪

れている。（K.T） 

★ビジネス会計検定 3級に合格しました。簿記検定と違い、財務諸表の見方など実用的な知識が身に

付きました。（J.I） 

★福島県の避難者に対する高速道路の無料措置が平成 30 年（来年）3 月まで延長されました（「ふく

しまの今が分かる新聞」54号参照）。安全運転でご利用ください。（H.T） 

★母子避難しているママたち、6年が経ちました。そろそろ集まりたいと思います。（E.K） 

★京都防災センターへ行きました。いろいろと本格的な体験をしましたが、中でも火事(煙)からの避

難体験ではミスを連発してしまい、とても緊張しました。訓練しないと気づかないことだったので、

体験してよかったです。（Y.Y） 

★旦那さまが単身赴任で遠く秋田県へ行き、4 人で母子生活を開始 1 か月経過し、毎日があっという

間です。(Y.S) 

★帰省してきました。ふるさとはひとものすべてがみどりに染まっていました…感謝です。（H.I） 

★息子ももう大学生。高校の卒業式では、中島みゆきの「糸」を保護者が合唱。震災避難以来「宙船」

の心境の子育てでしたが、「糸」もいいですね、歌詞が沁みて泣けました。（T.N） 

あおぞらに関する 

ご意見ご感想はこちら 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸 3-2-1 

愛知県東大手庁舎 1階 

愛知県被災者支援センター 

T E L：052-954-6722 F A X：052-954-6993 

Mail：aozora@aichi-shien.net 

開催日 イベント名 開催地域 

7 月 2日(日) 第 14 回 ふれあいひろば小牧 小牧市 

7 月 8日(土) 第 58 回 囲碁クラブ交流会 東区 

7 月 12日(水) 里山を歩きましょう 千種区 

7 月 22 日(土)～

7 月 23日(日) 
めぐりあい交流キャンプ 2017 岐阜県郡上市 

7 月 22 日(土)～

7 月 25日(火) 

人形劇団むすび座 創立 50周年記念企画 vol.5 

夏休みこども劇場 2017 
中区 

7 月 25日(火) 2017読売ジャイアンツ セ・リーグ公式戦 巨人 vs広島 岐阜市 

 

＜7月の交流会等イベントカレンダー＞ 

 


